
議案第１９号 

 

 

   職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出

する。 

 

 

  令和８年２月２５日提出 

 

 

三芳町長  林  伊 佐 雄 

 

 

提案理由 

職員の年次有給休暇等の取得期間を改定するため、本条例を改正したく、提案するもの

である。 
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   職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例 

 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成７年三芳町条例第８号）の一部を次

のように改正する。 

 第１２条第１項中「１の年ごと」を「１の年度（４月１日から翌年の３月３１日までを

いう。以下同じ。）ごと」に、「１の年において」を「１の年度において」に改め、同項第

２号中「当該年」を「当該年度」に、「その年」を「その年度」に改め、同項第３号中

「当該年の前年」を「当該年度の前年度」に、「当該年に」を「当該年度に」に改め、同

条第２項中「当該年の翌年」を「当該年度の翌年度」に改める。 

 第１４条第２項第１３号、第１６号及び第１７号中「１の年」を「１の年度」に改め、

同項第１８号中「７月から９月」を「６月から１０月」に改め、同項第２２号中「１の年」

を「１の年度」に改める。 

 第１６条第３項中「１の年」を「１の年度」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（以下「旧条例」

という。）第１２条第１項の規定により令和８年１月１日に年次有給休暇を付与された

職員に対し、この条例による改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第１

２条第１項の規定により令和８年４月１日に職員に年次有給休暇を付与する場合は、同

項中「２０日」を「５日」と読み替えた日数を付与する。 

３ 旧条例第１２条第１項の規定により令和７年１月１日に付与された年次有給休暇を同

条第２項の規定により繰り越して使用することができる期限は、令和９年３月３１日と

する。 

４ 旧条例第１２条第１項の規定により令和８年１月１日に付与された年次有給休暇を使

用することができる期限は令和９年３月３１日とし、同条第２項の規定により繰り越し

て使用することができる期限は令和１０年３月３１日とする。 
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参考 

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例 新旧対照表 

改正後 現行 

（年次有給休暇） （年次有給休暇） 

第１２条 年次有給休暇は、１の年度（４月１日から翌年の３月

３１日までをいう。以下同じ。）ごとにおける休暇とし、その

日数は、１の年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応

じて、当該各号に掲げる日数とする。 

第１２条 年次有給休暇は、１の年ごと            

                  における休暇とし、その

日数は、１の年において  、次の各号に掲げる職員の区分に応

じて、当該各号に掲げる日数とする。 

(1) 略 (1) 略 

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年度の中途に

おいて新たに職員となるもの その年度の在職期間を考慮し

２０日を超えない範囲内で町規則で定める日数 

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年 の中途に

おいて新たに職員となるもの その年 の在職期間を考慮し

２０日を超えない範囲内で町規則で定める日数 

(3) 当該年度の前年度において地方公営企業等の労働関係に

関する法律（昭和２７年法律第２８９号）の適用を受ける職

員、特別職に属する地方公務員、三芳町以外の地方公共団体

の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法（昭和４０年法

律第１２４号）に規定する地方住宅供給公社若しくは地方道

路公社法（昭和４５年法律第８２号）に規定する地方道路公

社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律（昭和４７年法

律第６６号）に規定する土地開発公社若しくは沖縄振興開発

金融公庫その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しく

は事業と密接な関連を有する法人のうち町規則で定めるもの

に使用される者（以下この号において「地方公営企業労働関

係法適用職員等」という。）であった者であって引き続き当

該年度に新たに職員となったものその他町規則で定める職員

(3) 当該年の前年  において地方公営企業等の労働関係に

関する法律（昭和２７年法律第２８９号）の適用を受ける職

員、特別職に属する地方公務員、三芳町以外の地方公共団体

の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法（昭和４０年法

律第１２４号）に規定する地方住宅供給公社若しくは地方道

路公社法（昭和４５年法律第８２号）に規定する地方道路公

社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律（昭和４７年法

律第６６号）に規定する土地開発公社若しくは沖縄振興開発

金融公庫その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しく

は事業と密接な関連を有する法人のうち町規則で定めるもの

に使用される者（以下この号において「地方公営企業労働関

係法適用職員等」という。）であった者であって引き続き当

該年に 新たに職員となったものその他町規則で定める職員
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 地方公営企業労働関係法適用職員等としての在職期間及び

その在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、

２０日に次項の町規則で定める日数を加えた日数を超えない

範囲内で町規則で定める日数 

 地方公営企業労働関係法適用職員等としての在職期間及び

その在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、

２０日に次項の町規則で定める日数を加えた日数を超えない

範囲内で町規則で定める日数 

２ 年次有給休暇（この項の規定により繰り越されたものを除

く。）は、町規則で定める日数を限度として、当該年度の翌年

度に繰り越すことができる。 

２ 年次有給休暇（この項の規定により繰り越されたものを除

く。）は、町規則で定める日数を限度として、当該年の翌年 

 に繰り越すことができる。 

３ 略 ３ 略 

（特別休暇） （特別休暇） 

第１４条 略 第１４条 略 

２ 職員は、次の各号に掲げる場合に、それぞれの場合について

定める期間、特別休暇を受けることができる。 

２ 職員は、次の各号に掲げる場合に、それぞれの場合について

定める期間、特別休暇を受けることができる。 

(1)から(12)まで 略 (1)から(12)まで 略 

(13) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相

当であると認められる場合 １の年度において５日（当該通

院等が体外受精その他の任命権者が定める不妊治療に係るも

のである場合にあっては、１０日）の範囲内の期間 

(13) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相

当であると認められる場合 １の年 において５日（当該通

院等が体外受精その他の任命権者が定める不妊治療に係るも

のである場合にあっては、１０日）の範囲内の期間 

(14)及び(15) 略 (14)及び(15) 略 

(16) ９歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある

子（配偶者の子を含む。以下この号について同じ。）を養育

する職員が、その子の看護等（負傷し、若しくは疾病にかか

ったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとし

て町長が別に定めるその子の世話若しくは学校保健安全法

（昭和３３年法律第５６号）第２０条の規定による学校の休

業その他これに準ずるものとして規則で定める事由に伴うそ

の子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る

(16) ９歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある

子（配偶者の子を含む。以下この号について同じ。）を養育

する職員が、その子の看護等（負傷し、若しくは疾病にかか

ったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとし

て町長が別に定めるその子の世話若しくは学校保健安全法

（昭和３３年法律第５６号）第２０条の規定による学校の休

業その他これに準ずるものとして規則で定める事由に伴うそ

の子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る
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行事のうち規則で定めるものへの参加をすることをいう。）

のため勤務しないことが相当であると認められる場合 １の

年度において５日（その養育する９歳に達する日以後の最初

の３月３１日までの間にある子が２人以上の場合にあって

は、１０日）の範囲内の期間 

行事のうち規則で定めるものへの参加をすることをいう。）

のため勤務しないことが相当であると認められる場合 １の

年 において５日（その養育する９歳に達する日以後の最初

の３月３１日までの間にある子が２人以上の場合にあって

は、１０日）の範囲内の期間 

(17) 条例第１５条第１項に規定する要介護者の介護その他の

町長が別に定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤

務しないことが相当であると認められる場合 １の年度にお

いて５日（要介護者が２人以上の場合にあっては、１０日）

の範囲の期間 

(17) 条例第１５条第１項に規定する要介護者の介護その他の

町長が別に定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤

務しないことが相当であると認められる場合 １の年 にお

いて５日（要介護者が２人以上の場合にあっては、１０日）

の範囲の期間 

(18) 心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場

合 １の年の６月から１０月の間において５日の範囲内の期

間 

(18) 心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場

合 １の年の７月から９月 の間において５日の範囲内の期

間 

(19)から(21)まで 略 (19)から(21)まで 略 

(22) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会

に貢献する活動（専ら親族に対する支援となる活動を除く。）

を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められ

るとき １の年度において５日の範囲内で必要と認める期間 

(22) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会

に貢献する活動（専ら親族に対する支援となる活動を除く。）

を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められ

るとき １の年 において５日の範囲内で必要と認める期間 

アからウまで 略  アからウまで 略 

（組合休暇） （組合休暇） 

第１６条 略 第１６条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 組合休暇は、１の年度につき２０日を超えて与えることはで

きない。 

３ 組合休暇は、１の年 につき２０日を超えて与えることはで

きない。 

４ 略 ４ 略 
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